




利用料 備考

2,000円

3,500円

1,500円

3.000円

②　利用時間

①　保険内容

　　身体　　　1名につき　支払限度額　　200,000千円

①　一般的な事項

一時預かりの利用時間は、原則午前８時３０分から午後５時までとします。

３．保険適応外の事故に係る費用及び賠償責任保険対象外の費用については、保護者の負担となります。

社会福祉法人みどり葉福祉会あげなこども園一時預かりの規定されている事項に従って下さい。

　　　　　　　(死亡・後遺障害、入院・手術、通院　含む）

一時預かり利用誓約書 社会福祉法人みどり葉福祉会

あげなこども園（分園内）

します。

　令和　　年　　月　　日　　　　　　　住　　　所　うるま市

　社会福祉法人みどり葉福祉会あげなこども園一時預かりを利用するにあたり、次の事項を守ることを誓約

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童氏　名

１．一時預かりを利用する際には、定められた利用料を納入します。

①　利用料

対象児童 利用時間

して下さい。

２．一時預かりを利用する際には、諸規定を守り、あげなこども園長の指示に従います。

食事代・

おやつ代含む

食事代・

おやつ代免除

備考　⑴対象児童の年齢は、利用日における満年齢とする。

　　　⑵食物アレルギーがある場合、お弁当・おやつを持参とする。

②　利用料の納入期日

　利用料は、一時預かりを利用した日に、あげなこども園が指示する方法により納入

満１歳～就学前

食物アレルギーが

あるお子さん

１日あたり４時間以内の利用

１日あたり４時間を超える利用

１日あたり４時間以内の利用

１日あたり４時間を超える利用






